
請負金額 予定価格 最低制限価格 請負金額 増減額 増減率 理由 回数 契約締結日

129028 建築住宅課
（仮称）青山二丁目アパート新１号
館建設（機械設備）工事

75,600,000 77,673,600 69,573,600 76,219,920 619,920 0.8% （4） 3 H30.4.16
（株）双葉設備ア
ンドサービス

529040 下水道整備課
盛南西第二処理分区第一工区汚
水管布設工事

48,222,000 48,445,560 42,934,320 44,755,200 -3,466,800 -7.2% (4),(8) 3 H30.4.18 （株）渡辺土木

129169 河川課
上米内字明通地内水路維持その４
工事

3,240,000 3,314,520 － 3,567,240 327,240 10.1% （4） 3 H30.4.19 （有）大高建設

129180 玉山・建設課 日戸地区農業施設災害復旧工事 5,611,680 6,441,120 5,592,240 5,706,720 95,040 1.7% （9） 1 H30.4.19 （株）アペイロン

529142 水道建設課
乙部４地割地内配水管布設替その
１工事

58,860,000 59,126,760 52,525,800 59,458,320 598,320 1.0% （9） 1 H30.4.25 （株）高設

529117 浄水課
沢田浄水場急速ろ過池２号表洗ポ
ンプ外更新その１工事

18,003,600 20,011,320 17,902,080 18,234,720 231,120 1.3% (4) 1 H30.4.26 （株）水機テクノス

※契約金額の変更を伴うものに限る。

(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたとき。
(6) 関係官公庁等の行政指導又は協議により工事内容を変更するとき。
(7) 当初の目的物を完成させる手段に関して設計上の判断を必要とするとき。
(8) 用地確保等が予定と異なったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか，当初の目的物を完成させる上で特に必要と認めるとき。

【変更理由】市営建設工事等設計変更等事務取扱要領第３による。
(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書の表示が明確でないとき。
(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。
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